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在宅患者に対する訪問薬剤管理を行う薬局数の推移

基準調剤加算の見直しにより在宅業務を実施している薬局が増加している。

居宅療養管理指導費算定薬局数（介護保険）

注）在宅療養を行っている患者に係る薬剤管理指導については、対象患者が要介護又は要支援の認定を受けている場合には介護保険扱いと
なり、認定を受けていない場合には医療保険扱いとなる。

薬局数（千）

在宅患者訪問薬剤管理指導料算定薬局数（医療保険）

薬局数（千）

〔出典〕「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」（厚生労働省保険局調査課）特別集計、老健局老人保健課作成

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

4月 6月 8月 10
月

12
月 2月 4月 6月 8月 10
月

12
月 2月 4月 6月 8月 10
月

12
月 2月 4月 6月 8月 10
月

12
月 2月 4月

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成

28年

度

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

4月 6月 8月 10
月

12
月 2月 4月 6月 8月 10
月

12
月 2月 4月 6月 8月 10
月

12
月 2月 4月 6月 8月 10
月

12
月 2月 4月

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成

28年

度

16,204

2,730

6,049

5,157

中医協 総－３

２９．１．１１

28年2月と28年5月
の比較で18%の増加

28年2月と28年5月
の比較で12%の増加


